
特定分野に強みや専門性を持った
教師の養成・採用に係る

検討の方向性と主な論点（例）
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現状

2

特定分野に強みや専門性を有する教員の養成・採用を巡る状況

✓ 我が国の教員養成は、大学で行うことを基本とし、また、幅広い視野と高度な専門
的知識を兼ね備えた人材を広く教育界に求めるため、教員養成学部だけではなく、
一般学部においても一定の要件を満たし、課程認定を受けることにより教員を養成
することができる、いわゆる「開放制の教員養成」を原則としている。

✓ このことにより、令和３年４月１日現在、教職課程を有する大学・短期大学は
831となっており、教員養成学部に限らず、様々な専門分野を学びながら教職を
目指すことが可能となっている。

✓ 絶えず変化していく学校や社会のニーズに対応していく上で、多様性と柔軟性を備
えた教職員集団へと転換していくことが求められている中にあって、開放制による教
員養成の趣旨を踏まえ、各課程認定大学がそれぞれの特色を生かしながら、特定
分野に強みや専門性を有する教員を養成していくことが求められている。

✓ 他方、教育実習の履修時期や教員採用試験が民間の採用活動と重なる等の課
題もあり、一般大学・学部において、教職課程の履修を断念する傾向が顕著にみ
られる例も出てきている。



教職課程を有する大学等数
（令和３年４月１日現在）

（教育人材政策課作成）

区 分
大学
等数

教職課程を有する
大学等数

免許状の種類別の教職課程を有する大学数等

幼稚園 小学校 中学校 高等学校 養護教諭 栄養教諭
特別支援学
校教諭

大
学

国立 86 76 88.4% 50 52 71 76 21 3 52

公立 94 65 69.1% 12 5 44 52 18 21 7

私立 618 467(23) 75.6% 205(13) 191(13) 400(16) 419(18) 92(4) 116 108(5)

計 798 608(23) 76.2% 267(13) 248(13) 515(16) 547(18) 131(4) 140 167(5)

短
期
大
学

国立 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0

公立 17 7 41.2% 4 0 3 0 1 0

私立 308 216(8) 70.1% 202(7) 21 35(1) 9 42 2

計 325 223(8) 68.6% 206(7) 21 38(1) 9 43 2

合計 1,123 831(31) 74.0% 473(20) 269(13) 553(17) 547(18) 140(4) 183 166(5)

大
学
院

国立 86 76 88.4% 49 53 70 76 31 9 49

公立 84 37 44.0% 3 3 29 35 6 4 0

私立 476 295(11) 62.0% 57(5) 71(5) 246(6) 269(9) 28 31 12(1)

計 646 408(11) 63.2% 109(5) 127(5) 345(6) 380(9) 65 44 61(1)

専
攻
科

国立 13 13 100% 0 0 0 1 0 0 12

公立 12 2 16.7% 0 1 0 0 0 0 0

私立 46 17 37.0% 3 6 12 13 1 0 0

計 71 32 45.1% 3 7 12 14 1 0 13

短
期
大
学

専
攻
科

国立 0 0 0.0% 0 0 0 0 0

公立 3 1 33.3% 1 0 0 0 0

私立 91 16 17.6% 10 2 5 0 0

計 94 17 18.1% 11 2 5 0 0

養
成
機
関

（
専
門
学
校
等
）

国立 7 7 0 0 6 0 1

公立 1 1 0 0 1 0 0

私立 28 28 26 1 1 2 0

計 36 36 26 1 8 2 1

※１ 括弧内の数値は、各欄における教職課程を有する大学等数のうち、通信教育課程を有する大学等数。
※２ 通信教育課程を有する大学においても、教職課程の科目のうち教育実習等の一部の科目は通学昼間スクーリングで実施される。
※３ 大学等数は令和２年４月１日現在の数。
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（参考）特別部会での議論
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「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会
検討の方向性（令和３年11月15日）より

（特定分野に強みや専門性を持った教師の養成・採用）

✓ 教職課程と大学等で展開される多様な授業科目を組み合わせて学修することに
より、教壇に立つ上で最低限の能力に加えて、学校現場における今日的教育課
題に対応した特定分野（※）に強みや専門性を持った人材を養成する取組を促進
する方策（教育委員会や学校現場のニーズを踏まえたものとする方策や専門分
野と同時に学修する教職課程の在り方、小学校高学年における教科担任制の
推進等）についても検討する。

※データ活用、STEAM教育、障害児発達支援、日本語指導、心理・教育相談、社会福祉、社会教育な
ど
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検討の方向性
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✓ 学校教育課題が多様化する中、学校現場における今日的教育課題に対応した特
定分野（※）に強みや専門性を持った教師を養成することが求められているところで
あり、こうした新たな現場ニーズに対応した特定分野に関して高い専門性を持った
人材が教師になることを促進することが重要となっている。

※ データ活用、STEAM教育、障害児発達支援、日本語指導、心理・教育相談、社会福祉、社会教育の
他にも、例えば、高い語学力や外国語指導力、グローバル感覚を身に付けるために、海外留学を希望する学
生を念頭に、教職課程の履修にかかる負担を軽減すること等も考えられる。

✓ このため、専門分野の学びを深めたり、在学中に教師を志すようになった者が卒業
までの間に教員免許状を取得したりすることにも柔軟に対応できるよう、学校現場
における今日的教育課題に対応した特定分野に強みや専門性を持った教師の養
成に係る特例的な措置として、教職課程の履修負担の軽減を図ることとしてはどう
か。

特定分野に強みや専門性を持った教師の養成・採用
（二種免許状の活用）



主な論点（例）
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✓ 学校現場における今日的教育課題に対応した特定分野に強みや専門性を持った教師の
養成に係る特例的な措置として、例えば、四年制大学においても、最短、二年間で免許
状取得に必要な基礎資格・単位を得られる二種免許状の取得を念頭に置いた教職課
程の開設や履修モデルを設定することについてどう考えるか。

✓ 上記を可能とするとした場合、具体的な現場採用ニーズに即したものであることを明らか
にすることや、免許状の上申に適切に対応すること等の一定の条件を付すことについてどう
考えるか。

（例）
・特定分野に強みや専門性を持った教師の養成・採用に係る教育委員会や学校現場の具体的な採用ニーズに基づいて、大学が教職
課程の開設や履修モデルの設定を行うものであること。また、そのことを公表すること。
・履修学生に対して、免許制度における上進の趣旨等を説明するとともに、学生の希望に応じて、一種免許状の取得に必要な単位等の
履修を可能とする体制が整っていること。
・教育委員会と連携して採用後に免許状の上進を希望する者への対応を行う体制が整っていること。
・教育実習を含む教職科目の履修時期・履修要件等について、専門分野の学修等、学生の実態を踏まえた弾力的な運用に努めること。

✓ 特定分野に強みや専門性を持った教師の養成・採用を一体のものとしていくための大学
と教育委員会との連携の在り方についてどう考えるか。

✓ 特定分野に強みや専門性を持った教師の採用を促進するための取組としてどのようなこと
が考えられるか。

特定分野に強みや専門性を持った教師の養成・採用
（二種免許状の活用）



小学校・中学校教諭免許状に係る必要取得単位数

教科及び教職に
関する科目

各科目に含めることが必要な事項
小学校 中学校

１種 ２種 １種 ２種

教科及び教科の
指導法に関する
科目

イ 教科に関する専門的事項
ロ 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 30 16 28 12

教育の基礎的理
解に関する科目

イ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
ロ 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含
む。）

ハ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及
び学校安全への対応を含む。）

ニ 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
ホ 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解
ヘ 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含
む。）

10 6 10 6

道徳、総合的な
学習の時間等の
指導法及び生徒
指導、教育相談
等に関する科目

イ 道徳の理論及び指導法
ロ 総合的な学習の時間の指導法
ハ 特別活動の指導法
ニ 教育の方法及び技術
ホ 情報通信技術を活用した教育の理論及び方法
ヘ 生徒指導の理論及び方法
ト 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及
び方法

チ 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

10 6 10 6

教育実践に関す
る科目

イ 教育実習
ロ 教職実践演習 7 7 7 7

大学が独自に設定する科目 2 2 4 4

総単位数 59 37 59 37
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専修免許状 一種免許状 二種免許状 合計

幼稚園 274 17,886 27,993 46,153

小学校 1,595 23,171 3,567 28,333

中学校 4,530 38,854 2,625 46,009

高等学校 5,614 49,370 54,984

特別支援学校 236 5,280 7,878 13,394

養護教諭 85 2,832 1,060 3,977

栄養教諭 18 1,056 491 1,565

特別支援学校自立教科等 43 4 47

合計 12,352 138,492 43,618 194,462

普通免許状の授与件数

（令和元年度）

（出典）令和元年度教員免許状授与件数等調査

※ 高等学校教諭の普通免許状については、学士以上を要件としており、二種免許状は設けられていない。
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✓ 各教育委員会において、特定の分野に強みや専門性を持った教師の採用のため、教員採用選考試験における特別選考として、当該専門性を
持った者に選考に対する加点や一部試験免除の取組を行っている。

✓ 令和３年度公立学校教員採用選考試験において、芸術の技能や実績を持つ者を対象とした特別選考を実施した自治体は22県市（/68）。
✓ また、各種資格の保持者に対する特別選考も実施しており、情報処理技術等の資格保持者に対する特別選考は10県市（/68）で実施しているほ
か、臨床心理士・公認心理士等の資格を所持した者に対する特別選考を実施している自治体は11県市（/68）。また、社会福祉士・精神保健福
祉士等の資格を所持した者に対する特別選考については、2県市(/68)で実施している。

（出典）文部科学省「令和３年度公立学校教員採用選考試験の実施方法について」

特定分野に強みや専門性を持つものに対する特別選考の実施状況参 考

臨床心理士・公認心理士等の資格を持つ者
に対する特別選考の実施（／68県市）

○特例を実施 ：11県市

○特例の実施内容
・一部試験免除 ：１県市
・加点 ：９県市
・その他の特別の選考 ：１県市
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社会福祉士・精神保健福祉士等の資格を
持つ者に対する特別選考の実施（／68県市）

○特例を実施 ：２県市

○特例の実施内容
・加点 ：２県市

芸術の技能や実績を持つ者に対する
特別選考の実施（／68県市）

○特例を実施 ：22県市

○特例の実施内容
・一部試験免除 ：15県市
・加点 ：３県市
・特別免許状の活用 ：１県市
・その他の特別の選考 ：４県市

情報処理技術等の資格を持つ者に
対する特別選考の実施（／68県市）

○特例を実施 ：10県市

○特例の実施内容
・一部試験免除 ：２県市
・加点 ：４県市
・特別免許状の活用 ：３県市
・その他の特別の選考 ：２県市



現状
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✓ 小学校高学年における教科担任制『「令和の日本型学校教育」の構築を目指し
て』（令和３年１月26日中央教育審議会答申）において、「義務教育９年間
を見通した教育課程を支える指導体制の構築が必要である」、「小学校高学年
からの教科担任制を（令和４(2022)年度を目途に）本格的に導入する必要
がある」、とされたところである。

※ さらに、 『義務教育９年間を見通した教科担任制の在り方について』（令和３年７月義務教育９年間を見通した指導
体制の在り方等に関する検討会議報告）において、「中央教育審議会での整理を踏まえ、国として小学校高学年における
教科担任制の推進を図るため、各地域・学校の実情に応じた取組が可能となるような定数措置により、特定教科における教
科担任制の推進（専科指導の充実）を図ることを中心に考えるべき」、「教科指導の専門性を持った教師によるきめ細かな
指導と中学校の学びにつながる系統的な指導の充実を図る観点から、外国語、理科、算数及び体育について優先的に専
科指導の対象とすべき教科とすることが適当」とされた。

✓ 今後、学校規模や地理的条件等、各地域や学校の実情に応じた教科担任制の
取組を進めていくためには、小学校と中学校の教員免許状の併有促進に留意し
つつ、特定教科の指導に係る高い専門性を持った小学校教師を確保する観点か
ら、小学校教員養成の在り方について検討していくことが重要である。

小学校高学年における教科担任制の推進
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◆養成段階において、免許取得に必要な総単位数を軽減する「義務教育特例」の新設（令和３年度に特例新設、令和４年度以降特例を活用した課程の開始）
小学校と中学校の両方の免許状を取得する際に、小中に関連する授業科目を一体的に開設することで、重複する単位を低減し、総修得単位数を軽減する「義務教育特例」を創設し、
当該特例に基づき、大学が新しい教職課程を令和４年度以降開設できるようにする。

◆現職段階において、中学校の免許状を持つ教員が追加で小学校の免許状を取得する場合の要件弾力化（法改正事項）
中学校の免許状を持つ教員が小学校の専科教員として働いた勤務経験を踏まえて、専科以外の教科も教えられる小学校の免許状を取得するための要件の弾力化を図る。

◆小学校免許状を取得できる機会の拡大（令和３年度に検討及び要件緩和、令和５年度以降課程の設置）
大学が小学校の免許状を取得できる教職課程を設置する際の要件（科目開設の種類や専任教員の配置数）を緩和し、これまで小学校免許状の教職課程を設置していない大学にお
ける新たな課程の設置を促進する。

令和の日本型学校教育の実現に向け、質の高い教員が教育を行うことの重要性に鑑みて教員養成・採用・研修の在り方について、基本的な在り方に遡っ

て中長期的な実効性ある方策を文部科学省を挙げて検討していく。また、既存の枠組みの下当面の対応として以下の制度改正等に文部科学省として取り
組み、当該取組が各教育委員会や大学等で着実に実施できるよう、制度の周知を図る。

学校現場に参画する多様なルートを確保する。

小学校の免許状を取りやすくする。

『令和の日本型学校教育』を担う教師の人材確保・質向上プラン①

◆試験により小学校の免許状を取得する（令和２年度から実施・検討）
働きながら受験しやすいよう、土日での実施やオンラインでの実施ができるよう小学校教員資格認定試験の見直しを実施。

◆民間企業等での勤務経験を活かして免許状を取得する（令和２年度に指針を改訂）
特別免許状の指針を改訂し授与対象者の多様な経歴の評価等を行えるようにする等学校現場のニーズに合った教員が活躍できるようにする。

◆働きながら単位を修得して免許状を取得する（法改正事項）
社会人等が働きながら免許状の取得に必要な教職に関する科目の単位を修得できるよう教職特別課程の修業年限を弾力化（現行の１年を１年以上に）する。

◆民間企業に所属しながら、学校現場での勤務を経験する（令和２年度より実施）
企業と学校等を繋げ、企業ではたらく社会人等が企業に所属しながら、学校に参画する機会を創出する「学校雇用シェアリンク」を創設・運営する。

◆学び直して、学校現場で働く（令和２年度より実施）
教員免許状保有者が小学校現場で勤務できるようにするための教育支援プログラムを開発し、実施する。

社会人等多様な人材の活用

35人学級を担う教師の確保

教職の魅力を上げ、教師を目指す人を増やす。

教師として働き続けてもらえる環境をつくる。
◆免許状の有効期限が切れた者の復職の促進（平成30年度通知、令和２年度以降再周知）

出産・育児等で離職し、免許状の有効期限が経過している者等が復職する場合は、一定の要件の下、臨時免許状の授与を行うことができることを改めて周知する。

◆臨時的任用教員等の確保に支障をきたさないような教員免許更新制の在り方の見直し（後述）

◆教職の魅力の向上に向けた広報の充実（令和２年度以降検討・実施）
発信力の高い者による広報や教職の魅力向上の機運を高めるためのサイトの設置等により、広報の充実を図る。

◆学校における働き方改革の推進、教師の処遇の在り方等の検討（令和４年の勤務実態調査等を踏まえ検討）
学校における働き方改革を推進するとともに、その進展状況や教師の勤務実態状況調査（令和４年に実施予定）の結果等を踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等
に関する特別措置法等の法制的な枠組みを含め教師の処遇の在り方等について検討する。

令和３年２月２日公表
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『令和の日本型学校教育』を担う教師の人材確保・質向上プラン②

必要な教師数の確保とその資質能力の確保が両立できるあり方を総合的に検討

新しい時代を見据え、教員養成の在り方を大学の自由な発想で検討・構築し、他の大学を先導する
。◆大学が教職課程のカリキュラムを弾力化できる特例の創設による新しい時代の教員養成プログラムの開発（令和３年度に検討及び制度創設、令和４年度から制度開始）

Society5.0時代に向け、新たに教師に必要となる知識・技能を修得できるような科目を開発し、当該科目を含めた教職課程のカリキュラムの編成が柔軟に行えるような特例制度を設け、
優れた教員養成の実績と構想を有する大学が新しい時代の教員養成プログラムを開発する。

◆複数の大学が、各大学の強みと特色を持ち寄って教職課程を構築できる仕組みの創設（令和２年度に制度改正、令和３年度以降に制度を活用した課程の開始）
大学等連携推進法人（仮称）に参画する大学が、課程の科目や専任教員を共通化し、各大学の強みと特色を持ち寄った教職課程を構築する。

教職課程の高度化と研修の充実

教員免許更新制の在り方の見直し

◆教員免許更新制や研修をめぐる制度に関する包括的な検証（令和２年度に検証経過報告、令和３年度から必要な対策の検討）
教師の勤務の長時間化や教師不足の深刻化といった近年指摘される課題との関係も視野に入れつつ、教員免許更新制そのものの成果や、教師の資質能力の指標を定め、それに基づい
て研修計画を策定する仕組みの定着状況など、教員免許更新制や研修を巡る制度に関して包括的な検証を進め、その結果に基づき、必要な見直しを行う。

一人一台端末が導入される教育環境の変化を踏まえ、教師のICT活用指導力を一層向上させる
。◆養成段階において、ICTに特化した科目を新設（令和３年度に科目新設、令和４年度から課程の開始）

一人一台端末の活用等により、より充実した授業が実施できるよう、ICT機器を活用する授業の設計や授業の方法等について総論を１単位以上学ぶことを義務化（教科の特性に応じた
指導方法などについては別途修得。）

教職課程を置く大学自身が定期的に自らの課程を見直し、時代やニーズに合った課程を構築する。

◆大学が自らの課程を見直す仕組みの整備とその全学的な体制の整備の義務化（令和２年度に制度改正、令和４年度から実施）
教職課程の質の向上を目的に、大学が自らの課程を自己点検・評価する仕組みの整備と、質向上を担う全学的な教職課程の体制の整備を義務付けることにより、各大学が時代の変化
や学生のニーズに合った教職課程を編成する契機となるようにする。

現職教員が学校現場を取り巻く変化に対応して学び続ける環境を充実する。
◆（独）教職員支援機構における研修内容の充実と、オンライン研修の拡充（令和３年度より充実・拡充）

都道府県教育委員会が各学校向けに行う研修のマネジメントを担当する教員等を対象に、令和の日本型学校教育に対応した研修を充実し、地域での普及促進を図る。
また、従来の対面・集合型研修に、オンライン研修（同時双方向型、オンデマンド型など）を加え、ベストミックスによる効果的な研修実施に向けた検討と実践を進める。
加えて、各学校単位で行われる校内研修等に活用可能な映像コンテンツを整備・拡充する。
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単位 授業科目 単位 単位 授業科目 単位

国語（書写含む） 初等国語（書写含む） 2 国語学 1 国語学概論 2 必修

国語学概論 2 国語学A 2

国文学概論 2 国語学B 2

漢文学概論 2 国文学 1 国文学概論 2 必修

書道 2 国文学A 2

社会 初等社会 2 国文学B 2

算数 初等算数 2 漢文学 1 漢文学概論 2 必修

理科 初等理科 2 漢文学A 2

生活 生活 2 漢文学B 2

音楽 初等音楽 2 書道 1 書道 2 必修

図画工作 図画工作 2

家庭 初等家庭 2

体育 初等体育 2

外国語 初等英語 2

小計 10 単位 小計 20 単位

単位 授業科目 単位 単位 授業科目

国語 1 小中国語指導法 2 必修 国語 8 小中国語指導法 2 必修

社会 1 初等社会指導法 2 必修 中等国語指導法Ⅱ 2 必修

算数 1 初等算数指導法 2 必修 中等国語指導法Ⅲ 2 必修

理科 1 初等理科指導法 2 必修 中等国語指導法Ⅳ 2 必修

生活 1 生活指導法 2 必修

音楽 1 初等音楽指導法 2 必修

図画工作 1 図画工作指導法 2 必修

家庭 1 初等家庭指導法 2 必修

体育 1 初等体育指導法 2 必修

外国語 1 初等英語指導法 2 必修

小計 20 単位 小計 8 単位

合計 30 単位 合計 28 単位

青

枠

8

単

位

＋

そ

の

他

1

科

目

選

択

必

修

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

　

３

０

単

位

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

　

２

８

単

位

　

１

科

目

以

上

免許法施行規則 教職課程 免許法施行規則 教職課程

各

教

科

の

指

導

法

各

教

科

の

指

導

法

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

＜教育学部初等教育学科＞ ＜〇〇学部△△学科＞

小学校教諭一種免許状 中学校教諭一種免許状（国語）

▲８単位

▲２単位

義務教育特例を適用した場合の開設の一例

義務教育特例を適用することで、小学校と中学校の教科に関する専門的事項や、各教科の指導法等を共通
で開設することが可能となり、小学校教諭免許状と中学校教諭免許状の両方の免許状を取得することを目的
とした教員養成カリキュラムを編成することも可能となる。

開設例

（開設科目・履修要件の設定によって▲８単位が可能） （開設科目・履修要件の設定によって▲２単位が可能）

参考

共通開設等に関する基準等の改正（義務教育特例）
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17

小学校免許状を取得できる機会の拡大を図るため、大学が小学校免許状を取得できる教
職課程を設置する際の要件（科目開設の種類や専任教員の配置数）を緩和し、これまで
小学校免許状の教職課程を設置していない大学における新たな課程の設置を促進する。

改正後 改正前
教科専門科目
１０教科のうち、いずれか１教科開設

教科専門科目
１０教科（※1）全て開設

※1：教科専門科目 全１０教科
国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、英語

※2：免許状取得においては、全１０教科のうち１教科以上の科目の単位を修得すればよい（教育職員免許法施行規則第３条表備考第１号）

改正後 改正前
・教科専門科目 １人
・教職専門科目 ３人
・複合科目、教科専門科目、教職専門科目
のいずれかで合計４人

合計８人

・教科専門科目 ５人（５教科に各１人）
・教職専門科目 ３人

合計８人

■ 科目の開設（課程認定基準４－２（１））

■ 専任教員の配置数

期待
される
効果

小学校の教科担任制の導入
を見据えた、教科の専門性の
高い小学校教師の養成が可
能になる（例えば、理科や数
学の教科専門科目を重点的
に開設し、理数に強い小学校
教師の養成など）

教科専門科目の科目開設、
専任教員配置数の要件が緩
和されたことにより、大学の負
担が軽減され、教科専門科目
と各教科の指導法を合せた
「複合科目」の開設が促進さ
れる

小学校と中学校の両方の免許状取
得に必要な総単位数を軽減する
「義務教育特例」と併せて適用す
ることにより、小学校免許状に特
有の科目履修が軽減され、小学校
と中学校の免許状の併有が促進さ
れる

学校教職課程の設置の要件緩和について

（課程認定基準４－２（４））

共通開設等に関する基準等の改正（小学校要件緩和）
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教職課程を有する大学等における免許状取得状況

免許状取得者実数

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

万

特別支援学校教諭

高等学校教諭

中学校教諭

小学校教諭

幼稚園教諭

（万件） （万人）

（出典）平成30年度教員免許状取得状況調査
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平成30年度教員免許状授与件数

二種免許状

一種免許状

専修免許状

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

国
語

社
会

数
学

理
科

音
楽

美
術

保
健
体
育

保
健

技
術

家
庭

外
国
語

そ
の
他

専修

一種

二種

中学校教諭教科別

（出典）平成30年度教員免許状授与件数等調査

※ その他：職業、職業指導、職業実習、宗教
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他校種・他教科の免許状の所持による特別の選考

校種 小学校 中学校 高等学校 特支

所持する他の
免許状

中
（
英
語
）

中
（
数
学
）

中
（
理
科
）

中
（
他
教
科
）

特
支

小

中
（
他
教
科
）

高
特
支

中

高
（
他
教
科
）

特
支

特
支
以
外

（
複
数
の
校
種
）

特
支
以
外

（
他
教
科
）

特
支

（
複
数
領
域
・
自
立
教
科
等
）

特別の選考を
行っている県市
（/68県市）

37 22 22 26 39 26 30 5 38 5 23 22 16 12 10

令和３年度（令和２年度実施）教員採用選考試験における複数の教員免許状の所持による特別の選考

（出典）文部科学省調べ。
（注１）「特支」は特別支援学校の略。
（注２）調査対象は全68都道府県、指定都市、豊能地区（大阪府）教育委員会。
（注３）「特別の選考を行っている県市」とは、加点あるいはその他の特別の選考（または両方）を行っている県市の合計。
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小学校等における教科等の担任制の実施状況【平成30年度計画】

国語
（書
写を
除
く）

書写 社会 算数 生活 理科 音楽 図画
工作

家庭 体育 外国語
活動

第１学年 1.1% 6.6% 1.5% 0.8% 12.2% 4.3% 6.1%

第２学年 2.3% 13.5% 2.5% 1.6% 20.7% 9.8% 7.4%

第３学年 2.4% 26.8% 6.0% 5.1% 21.6% 40.6% 16.8% 7.7% 11.3%

第４学年 2.5% 29.7% 7.4% 5.9% 32.3% 47.8% 20.4% 8.4% 12.0%

第５学年 3.4% 26.6% 14.5% 7.3% 45.1% 54.0% 20.4% 33.9% 9.9% 18.3%

第６学年 3.5% 26.8% 15.5% 7.2% 47.8% 55.6% 21.0% 35.7% 10.5% 19.3%

*1 ここでの教科等の担任とは，「学級担任以外で，教科等（複数教科を担当することも含む）を主指導する教師」のことである。
*2 ここには，以下の様な多様な形態のものを含む（複数の教師が協力して行う指導（ＴＴ）で実施する場合も含む。）。
・教員の得意分野を生かして実施するもの。
（例）あるクラスの担任を持ちながら，得意分野である理科については他のクラスの授業も受け持つ場合。
・中学校・高等学校の教員が兼務して実施するもの。
（例）地域の中学校の外国語の教員が，第６学年の外国語の時間のみ当該小学校において外国語活動の授業を行う場合。
・非常勤講師が実施するもの。
（例）音楽の専科教員が，市内の複数の学校を受け持ち，当該小学校の音楽の時間のみ授業を行う場合。

*3 各教科等の一部の領域についてのみ教科等担任制を実施している場合も含む。
*4 年度途中から教科等担任制を導入する場合も含む。ただし，担任以外の教師による指導が継続的でない（単発で担任以外の教師が指導
する等）場合は含まない。

（出典：平成30年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査）
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公立小学校の学級規模別学校数(割合)の推移

出典：学校基本調査

※グラフ中の（ ）内の数字は全体の学校数（０学級の学校数を除く）に占める割合
※学校数は本校の数、分校を含まない
※特別支援学級を含む

【学校教育法施行規則第４１条】

小学校の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、
地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

標準規模

(1608)

(1745)

(2774)

(3123)

(3160)

(6309)

(6589)

(7582)

(8539)

(7447)

(5640)

(5856)

(6400)

(7451)

(6754)

(3067)

(3162)

(3276)

(3213)

(3964)

(1451)

(1347)

(1281)

(865)

(1838)

(641)

(557)

(327)

(134)

(532)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和3年

平成30年

平成20年

平成10年

平成元年

5学級以下 6～11学級 12～18学級 19～24学級 25～30学級 31学級以上

13.3% 31.4% 28.5% 16.7% 7.8% 2.2%

13.4% 36.6% 31.9% 13.8% 3.7%

0.6%

12.8% 35.0% 29.6% 15.1% 5.9% 1.5%

9.1% 34.2% 30.4% 16.4% 7.0% 2.9%

8.6% 33.7% 30.1% 16.4% 7.8% 3.4%

(公立23,695校)

(公立23,325校)

(公立21,640校)

(公立19,256校)

(公立18,716校)
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中学校教諭免許状を有する小学校教員の割合

・小学校教員のうち、中学校教諭免許状を併有している者は、５９．２％。
・このうち、中学校の免許教科の内訳は下表のとおり。

（複数回答）（％）

教科 国語 社会 数学 理科 音楽 美術
保健
体育

保健

計 11.2 14.6 5.3 5.7 4.3 1.9 7.7 2.0

技術 家庭 職業
職業
指導

職業
実習

英語
他外
国語

宗教

0.8 2.7 0.1 0.1 0.0 6.0 0.1 0.0

※小学校教員のうち、中学校教諭免許状を併有している教員の免許教科をそれぞれ計上し、教員総数で除した数値。

（参考①） 小学校５・６学年の週当たりの標準授業時数（イメージ）

※学校教育法施行規則に定められている年間の標準授業時数について、年間35週と仮定して計算したもの。

（参考②） 中学校教員のうち、小学校教諭免許状を併有している者は、２５．２％

（出典）令和元年度教員統計調査

国語 社会 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育 外国語 道／特 総合 計

５学年 5 2.9 5 3 1.4 1.4 1.7 2.6 2 2 2 29

６学年 5 3 5 3 1.4 1.4 1.6 2.6 2 2 2 29
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検討の方向性

32

✓ 児童の発達を適切に理解しつつ、教科横断的な視点によるカリキュラム・マネジメ
ントの取組を進めるとともに、各地域や学校の実情に応じた小学校高学年におけ
る教科担任制の取組を進めていく観点から、小学校と中学校の教員免許状の併
有促進に留意しつつ、特定教科の指導に強みを持つ小学校教師を養成する取組
を促進することが重要ではないか。

※ 「令和の日本型学校教育」を担う教師人材確保・質向上プラン（令和３年２月２日公表）に基づき、小学校教員免
許状が取得しやすくなるよう、以下の措置を講じることとしている。

◆義務教育段階において、免許取得に必要な総単位数を軽減する「義務教育特例」の新設（令和３年度に特例新設、令和４年度

以降特例を活用した課程の開始）

小学校と中学校の両方の免許状を取得する際に、小中に関連する授業科目を一体的に解説することで、重複する単
位を低減し、総収得単位数を軽減する「義務教育特例」を創設し、当該特例に基づき、大学が新しい教職課程を令
和４年度以降開設できるようにする。

◆現職段階において、中学校の免許状を持つ教員が追加で小学校の免許状を取得する場合の要件弾力化（法改正事項）

中学校の免許状を持つ教員が小学校の専科教員として働いた勤務経験を踏まえて、専科以外の強化も教えられる小
学校の免許状を取得するための要件の弾力化を図る。

◆小学校免許状を取得できる機会の拡大（令和３年度に検討及び要件緩和、令和５年度以降課程の設置）

大学が小学校の免許状を取得できる教職課程を設置する際の要件（科目開設の種類や専任教員の配置数）を緩
和し、これまで小学校免許状の教書課程を設置していない大学における新たな課程の設置を促進する。

小学校高学年における教科担任制の推進



主な論点（例）
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✓ 学校規模や地理的条件等、各地域や学校の実情に応じ、義務教育９年間を見
通した教科担任制の取組を推進する観点から、養成段階において小学校教員と
中学校教員の免許状の併有を推進するため、中学校教員養成課程を開設する
学科等において小学校教員養成課程の開設を促進する方策についてどのような
ことが考えられるか。

✓ 小学校高学年における教科担任制を推進していくための特例的な措置として、例
えば、開放制による教員養成の特性を生かし、教員養成を主たる目的とする学
科等以外の学科等においても、小学校高学年における教科担任制に対応した小
学校教員養成を行うことについてどう考えるか。

※１ 小学校における指導の実態も踏まえ、児童の発達についての理解、教科担当の範囲などから小学校教員に要請される
資質能力等を考慮し、教職課程認定基準（平成13年７月19日教員養成部会決定）において、「小学校教諭の教職
課程は、教員養成を主たる目的とする学科等でなければ認定を受けることができない」ことが定められている（なお、 いわゆ
る教員養成大学・学部以外の大学・学部であっても、教員養成を主たる目的とする学科や課程・コース等として小学校教
員養成課程を設けることは可能であり、件数としては少ないが、体育学部や外国語学部等の下に小学校教員養成を目的
としたコース等が設けられている事例も見られる）。

※２ 大学が小学校免許状を取得できる教職課程を設置する際の要件については、教科の専門性を高めることを重視した小
学校教員養成課程の開設や小学校と中学校の免許状の併有等を促進するため、令和３年に教職課程認定基準が改
正され、①小学校免許状の教職課程の設置の際の科目開設や専任教員配置の要件が緩和されるとともに、②小学校と
中学校の教職課程の間において授業科目や専任教員の共通化の範囲が拡大された。

小学校高学年における教科担任制の推進



中学校教諭免許状に加えて小学校教教諭免許状を取得する場合に
最低限必要となる教職科目の開設及び履修のイメージ

教科及び教職に関する科目 各科目に含めることが必要な事項
小学校 中学校

１種 ２種 １種 ２種

教科及び教科の指導法に関す
る科目

イ 教科に関する専門的事項
ロ 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）

30 16 28 12

教育の基礎的理解に関する科
目

イ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
ロ 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。）
ハ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）
ニ 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
ホ 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解
ヘ 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）

10 6 10 6

道徳、総合的な学習の時間等
の指導法及び生徒指導、教育
相談等に関する科目

イ 道徳の理論及び指導法
ロ 総合的な学習の時間の指導法
ハ 特別活動の指導法
ニ 教育の方法及び技術
ホ 情報通信技術を活用した教育の理論及び方法
ヘ 生徒指導の理論及び方法
ト 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法
チ 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

10 6 10 6

教育実践に関する科目 イ 教育実習
ロ 教職実践演習

7 7 7 7

大学が独自に設定する科目 2 2 4 4

総単位数 59 37 59 37

・表の黄色及び赤色網掛け部分については、共通の教職科目としてふさわしいものである場合に、小学校教諭免許状及び中学
校教諭免許状に係る教職科目として共通に開設することが可能※であり、共通開設された科目の単位を修得した場合、当該
単位については、両方の免許状の取得に必要な単位としてカウントすることが可能。
※大学が独自に設定する科目については、共通開設することに加え、例えば、中学校教諭免許状に係る教科指導法に関する科目として開設・履修した科目を、小学校教諭免許状に係る大学独自科目として位置付
けることも可能。

・小学校教諭免許状に係る「教科に関する専門的事項」に関する科目については、１教科以上の科目について修得するものと
されており、中学校教員免許状に係る「教科に関する専門的事項」に関する科目と共通開設することも可能※。
※複数の学科等に複数の教職課程を置く場合には、教科に関する専門的事項に関する科目の半数又は教職課程認定を受けようとする学科等が自ら開設する教科に関する専門的事項に関する科目の単位の合計数を
越えないものとすることが必要。

・小学校教諭免許状に係る「各教科の指導法」に関する科目については、１種免許状の場合、全（10）教科、２種免許状の場
合、６教科以上の教科の指導法に関する科目について、それぞれ１単位以上修得することが必要であるが、中学校教諭免許
状に係る教科の指導法に関する科目については共通開設することも可能（技術、職業、職業指導、宗教を除く）。

⇒例えば、中学校１種免許状（数学）に加えて小学校教員免許状を取得する場合に、教職課程認定基準に基づく共通開設が
できない、最低限追加的に必要となる教職科目の単位数は、１種免許状の場合、９単位（教科）以上、２種免許状の場
合、５単位（教科）以上となっている※。

※教職課程認定基準上、共通開設が可能とされている科目であっても、各大学における教員養成の目的・目標に照らして教職課程を編成した結果として、免許状毎に別に科目を開設・履修することとなる場合も
想定される。また、個別の教職科目が小学校及び中学校の共通の教職科目としてふさわしいものであると認められるかどうかは、シラバスの内容等により個別に判断されることとなる。

※共通開設としない場合であっても、教育職員免許法施行規則の規定に基づき、小学校教諭１種免許状の場合最大15単位、同２種免許状の場合最大13単位について、中学校教諭免許状の授与を受ける場合のそ
れぞれの科目の単位をもってあてることができることとされている。
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２ 学校種別ごとに必要とされる教員の資質とその育成
(1) 小学校教員

小学校教員は、児童の教育に即する教職教養と全科担当の学力を必要とする。よって小学
校教員の養成を目的とする大学で教育する必要がある。

小学校教員養成課程に係る指摘 ー過去の中教審答申等からー

〇教員養成制度の改善方策について （昭和33年７月28日 中央教育審議会答申）

第１ 大学における教員養成の改善充実について
１ 教員養成を行なう大学のあり方
(1) 初等教育教員の養成は、幼児・児童の成長と発達についての全面的・総合的理解の必
要性、教科担当の範囲など、初等教育の組織、方法などから初等教育教員に要請される資
質能力を考慮すると、特定の専門分野の教育とあわせて行なうことは困難であるので、その養
成を目的とする国公私立の四年制の大学・学部（主としてその養成を目的とする学科、専
攻などを含む。以下中等教育教員および特殊教育教員の養成を目的とするものを含め、「教
員養成大学」という。）で行なうものとする。

(2) 中等教育教員の養成は、担当教科の指導に必要な専門的学力や青少年の多様な教
育的要求に応ずる指導などに必要な資質能力をじゅうぶんに養えるよう、教員養成大学およ
びこの要請にこたえうる充実した教育課程が編成実施できる一般の４年生の大学・学部
（以下「一般大学」という。）で、それぞれの特色を生かして行なうものとする。

〇教員養成の改善方策について（昭和47年７月３日 教育職員養成審議会建議）
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①教員養成・免許制度の今後の在り方に関する検討

○ 小学校の教員については、今後の教員需要の高まりや、幅広い分野から人材を登用するこ
との意義等を考慮すると、学科等の目的・性格と教員免許状との相当関係や、教員養成の
質の維持等に十分留意しつつ、教員養成を主たる目的とする学科等以外の学科等において
も、その養成を可能とすること等について、検討することが必要である。

小学校教員養成課程に係る指摘 ー過去の中教審答申等からー

今後の教員養成・免許制度の在り方について（平成18年７月11日 中央教育審議会
答申）


